
 

海外進出企業の課税リスクの低減のための税務実務 

移転価格文書化資料の整備と寄附金課税への対応 
～ 近年急増している中堅企業への 

寄附金課税・移転価格課税への対応 ～ 

 

 
 

２０１５年 ５月 １３日（水） １３：００～１７：００ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 ＴＡＣ名古屋校（名古屋：名鉄バスターミナルビル９Ｆ） 

 ＴＡＣ梅田校（大阪：梅田センタービル５Ｆ） 

 

ＧＭＴ移転価格税理士事務所 代表パートナー 税理士 田島宏一 氏 
 

 
 
 

 

 

『寄附金課税への対応と 

新たな移転価格文書化資料の整備』 
 

１．移転価格税務調査・課税の動向 
◆ 移転価格税制の制度概要 
◆ 移転価格課税を受けた場合の追徴税額の概算 
◆ 税務調査の対象となりやすい企業とは 
 

２．海外子会社との取引に係る寄附金課税とは                      
◆ 近年寄附金課税が急増している理由 
◆ 寄附金課税の制度概要 
◆ 出張支援と役務提供による課税事例 
 

３. 寄附金課税の調査・移転価格調査の特徴 
◆ 税務当局の調査体制 
◆ 寄附金調査と移転価格調査の特徴 
◆ 税務調査のステップと何を聞かれるのか 
◆ 課税を受けた場合に還付金を受ける方法 
 

４. 移転価格文書化資料の整備と寄附金課税への対応 
◆ 税務調査で提出が求められる移転価格文書作成とは 
◆ 日本での文書化規定において作成が求められる資料 
◆ マスターファイルとカントリー バイ カントリー（CBC）レポートとは 
◆ 社内取引規定の整備・移転価格ポリシーの構築と運営 

 
 ※最少催行人数に満たない場合には、開催中止となる場合がございます。 

 
 
 
 

151097-0606 

 

151137-0606 

 

151138-0606 

 

2004年新日本アーンストアンドヤング税理士法人 移転価格部門入社。2008年税理士法人トーマツ 移転価格部門入社。
移転価格部門の管理職として多数のプロジェクトを統括。執筆、マーケティング、部門管理にも従事。2012年 移転価
格コンサルティングの専門事務所として GMT 移転価格税理士事務所設立。移転価格の調査対応マニュアル（中央経済
社）の著者であり、月刊国際税務等の専門誌での執筆を通じて移転価格に関する啓蒙活動も行っている。 
 
特に移転価格ポリシーの構築、ロイヤリティ料率の算定、移転価格文書化に強みをもち、また、様々な業種における
税務調査への対応で、数多く移転価格課税を防いだ実績を持つ。 

 
 

税込・資料代含 

３２，４００円（本体価格 ３０，０００円） ３５，６４０円（本体価格３３，０００円） 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願い致します。 
■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 31ＭＴビル 2Ｆ 
 

■開催にあたって■ 

課税される原因の多くは、経理担当者及び

マネジメントの移転価格税制及び寄附金課

税に対する理解が進んでおらず、知らない間

に課税リスクを負ってしまっているからです。 

海外子会社との取引に係る寄附金課税・移

転価格税制に対応できる税理士は非常に少

ないため、企業も顧問税理士も移転価格課

税リスクに気がつかないことが多いのです。 

本セミナーでは、『移転価格の税務調査対

応マニュアル』の著者である講師が、近年の

調査・課税の動向から海外子会社との取引

に係る課税制度の概要を説明し、税務調査

がどのように行われるかをご説明したうえで、 

税務調査で提出が求められる移転価格文

書化資料の内容について分かりやすく解説

いたします。 
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